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事 業 報 告 用

令和 3年度 事 業 報 告 書
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1 事業の成果

刑務所出所者等の雇用に関する周知 。啓発を行うとともに、協力雇用主及び就労支援対象者の求職ニ

ーズを把握した上で、就職支援、職場定着支援、協力雇用主等支援・開拓等を中心に刑務所出所者等の

就労支援事業を展開し、相応の成果を上げた。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業               (事 業費の総費用 【31,712】 千円)

疋款 に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

支盃
対象者
範囲

党盃
対象者
人数

事業費
(千円)

雇用協力事業者の

開拓事業

広報資料を利用した協力雇用主制

度に関する広報活動や関係機関・

団体及び事業者への働き掛けによ

り広範な業種からの協力雇用主を

開拓した。

4月 1日

～3月 31日
都内事業所

等
7人 協力雇用主

等
137者 107

雇用協力事業者の

交流・研修事業

雇用協力業者 (協力雇用主)に対

する更生保護制度や刑務所出所者

等の雇用に必要な知識習得のため
の研修会、情報交換等を図るセミ

ナーを予定していたが、コロナウ
イルス感染拡大のため実施を見送
った。

4月 1日

～3月 31日
0

犯罪者等を雇用す
る企業に対する助

成事業

雇用協力業者 (協力雇用主)等に

対する就労支援対象者の募集、採

用、定着等に対する助成及び協力

雇用主等に対する求人・採用活動

に対する面接旅費等を助成した。

4月 1日

～3月 31日

都内の事業

所、公共職

業安定所、

矯正施設、

東京保護観

察所、更生

保護施設等

4人 協力雇用主

等
40者 489

雇用協力事業者に

対する顕彰事業

組織運営や就労支援事業に多大な

功績があった者に対して感謝状を

贈呈し、その功績を広く周知した。

4月 1日

～3月 31日

都内事業所

等
1人 協力雇用主

等
2者 18

更生保護事業の広

報啓発事業

刑務所出所者等への偏見・差別等

を取り除くことにより、刑務所出

所者等が就労しやすい社会的環境
を整備するため、更生保護事業の

重要性についてホームページその

他の媒体を通じた広報により、就

労支援の必要性、重要性について

広く理解を求めた。

4月 1日

～3月 31日

都内の事業

所、公共職

業安定所、

矯正施設、

東京保護観

察所、更生

保護施設等

4人 不特定多数 不特定多数 119

犯罪者等及び犯

罪被害者等に対

す る就労支援事

業

就労支援対象者に対する就業意欲
の向上のための指導援助、協力雇
用主情報の提供、履歴書の作成支

援、面接への同行・立会い、面接
旅費等の支援、職場定着指導など

就労実現に向けてのマナー教本等
の作成・配布などの支援を行った。

4月 1日

～3月 31日

都内の事業

所、公共職

業安定所、

矯正施設、

東京保護観

察所、更生

保護施設等

4人
犯罪者及び

犯罪被害者

等

1,687人 554

刑務所出所者等就

労支援事業 (協力雇

用主等支援業務)

刑務所出所者等の雇用に関する周
知・啓発について、面談、文書等
で協力雇用主等に周知・情報提供、

助言等を行った。

4月 1日

～3月 31日

都内の事業

所、公共職

業安定所、

矯正施設、

東京保護観

4人 協力雇用主

等
1,597者 14,067



事業所等に対し、訪問・電話・事

業者紹介誌の発刊等により刑務所

出所者等就労支援事業専用求人の

提出を促した。

察所、更生

保護施設等

3,499人

事業主から就労に関する情報を収

集、整理・分析 し、業務運営に生

かした。

778者

更生保護就労支援

事業

就職活動支援対象者について、事

業主の求人ニーズとの調整や支援

対象者への助言や具体的な援助を

行ってその就職活動を支援すると

ともに、就職に資する付加的な能

力の付与を目的とした支援を行っ

た。 4月 1日

～3月 31日

都内の事業

所、公共職

業安定所、

矯正施設、

東京保護観

察所、更生

保護施設等

4人
協力雇用主

等支援対象

者

157人

16,358

職場訪間、面接、電話等により、

職場定着支援対象者及び事業主と
の連絡を密にして対象者の就労を

的確に把握し、状況に応じて同対

象者及び事業主に適切な相談助言
を行った。

155人

(2)その他の事業

特定非営利活動に係る事業以外の事業は実施していない。



書式第 13号 (法第 28条関係)

令和 3年度

事 業 報 告 用

活動計算書 (その他事業が上塾場合)

2,673,

246,

1,955,

18, 271,

14, 484,

受取利息

767,041
2,993,155

68,629
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書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和 3年度 貸借対照表

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人東京都就労支援事業者機右

金  額

現金預金
未収金

棚卸資産

預け金

10,842,903
1,522,631

12,529
3,000

車両運搬具
什器備品

2
ソフ トウェア

借地権

敷金 315,000

長期貸付金

【A】 資 産 合 計 ①+② 12,824,763

未払金
前受会費
預り金
未払消費税
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３

８

１

2

長期借入金
退職給付引当金

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 12,824,



16 28

令和 3年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人東京都就労支援事業者機構

重要な会計方針
財務諸表の作成は、PO法人会計基準 (2010年 7月 20日  2017年 12月 12日 最終改正 NPO法人会計基準協議会)

によっています。
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法
該当なし

(3)引 当金の計上基準
該当なし

(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし

(5)消費税等の会計処理

税込方式によっています。

2.事 業別損益の状況

施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
該当なし
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4 使途等が制約された寄附金等の内訳
該当なし

固定資産の増減内訳
該当なし

借入金の増減内訳
該当なし

役員及びその近親者との取引の内容
該当なし

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために
必要な事項

事業費と管理費の按分方法
各事業の事業費と管理に共通する経費のうち、給料、法定福利費、通勤費、福利厚生費、通信運搬費、印刷製本
費、消耗品費、家賃、水道光熱費については従事割合に基づき按分しています。

その他の事業に係る資産の状況

該当なし
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書式第 17号 (法第 28条関係)

令和 3年度 財産目録

事 業 報 告 用

」自イヽア :F■

現金預金
手元現金
三井住友銀行普通預金
ゆうちょ銀行当座預金

43,549
8,261,

2,538,

更生保護就労支援事業未収金 1,522,631

貯蔵品

ソフト ェ ア

東京都就労支援事業所 315,

【A】 資 産 合 計 ①+② 12,824,

未払金

未 払 金 1,278,494

400

源泉徴収税等
前受会費

長期借入金

【B-1】 負 債 合 計 ③+④ 2,141,41

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】 10,683,


